
議 案 第 ２ ４ 号

令 和 ４ 年 度

入 間 市 一 般 会 計 予 算





− 1 − 一般会計

令令和和４４年年度度入入間間市市一一般般会会計計予予算算     令和４年度入間市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 
（歳入歳出予算） 
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４５，０１０，０００千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
（地方債） 
第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、
限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 
（一時借入金） 
第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、
３，０００，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 
第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を
流用することができる場合は、次のとおりと定める。 
（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用   
令和４年２月１６日提出                       入間市長  杉 島 理一郎  
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第１表　歳入歳出予算

        歳入 (単位：千円)

款 項

 1 市税 20,940,924 

 1 市民税 9,201,852 

 2 固定資産税 9,199,107 

 3 軽自動車税 342,804 

 4 市たばこ税 852,264 

 5 鉱産税 3 

 7 都市計画税 1,344,894 

 2 地方譲与税 320,332 

 1 地方揮発油譲与税 74,000 

 2 自動車重量譲与税 230,000 

 3 森林環境譲与税 16,332 

 3 利子割交付金 11,000 

 1 利子割交付金 11,000 

 4 配当割交付金 88,000 

 1 配当割交付金 88,000 

 5 株式等譲渡所得割交付金 146,000 

 1 株式等譲渡所得割交付金 146,000 

 6 法人事業税交付金 218,000 

 1 法人事業税交付金 218,000 

 7 地方消費税交付金 3,239,000 

 1 地方消費税交付金 3,239,000 

 8 ゴルフ場利用税交付金 48,000 

 1 ゴルフ場利用税交付金 48,000 

 9 環境性能割交付金 63,000 

 1 環境性能割交付金 63,000 

金 額
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款 項

10 国有提供施設等所在市町村 78,000 

助成交付金

 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 78,000 

11 地方特例交付金 139,000 

 1 地方特例交付金 139,000 

12 地方交付税 2,021,000 

 1 地方交付税 2,021,000 

13 交通安全対策特別交付金 17,000 

 1 交通安全対策特別交付金 17,000 

14 分担金及び負担金 282,190 

 1 負担金 282,190 

15 使用料及び手数料 628,020 

 1 使用料 348,860 

 2 手数料 279,160 

16 国庫支出金 7,167,037 

 1 国庫負担金 6,319,210 

 2 国庫補助金 817,935 

 3 国庫委託金 29,892 

17 県支出金 3,319,527 

 1 県負担金 2,431,315 

 2 県補助金 567,309 

 3 県委託金 320,903 

18 財産収入 46,577 

 1 財産運用収入 41,146 

 2 財産売払収入 5,431 

金 額
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款 項

19 寄附金 30,422 

 1 寄附金 30,422 

20 繰入金 976,540 

 1 基金繰入金 976,540 

21 繰越金 600,000 

 1 繰越金 600,000 

22 諸収入 814,531 

 1 延滞金加算金及び過料 48,000 

 2 市預金利子 42 

 3 収益事業収入 60,000 

 4 貸付金元利収入 3,850 

 5 雑入 702,639 

23 市債 3,815,900 

 1 市債 3,815,900 

45,010,000 

金 額

歳 入 合 計
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        歳出 (単位：千円)

款 項

 1 議会費 287,299 

 1 議会費 287,299 

 2 総務費 5,487,644 

 1 総務管理費 4,251,608 

 2 徴税費 610,261 

 3 戸籍住民基本台帳費 469,010 

 4 選挙費 110,207 

 5 統計調査費 15,355 

 6 監査委員費 31,203 

 3 民生費 20,156,792 

 1 社会福祉費 8,957,244 

 2 児童福祉費 8,453,399 

 3 生活保護費 2,746,143 

 4 災害救助費 6 

 4 衛生費 3,988,437 

 1 保健衛生費 1,699,084 

 2 清掃費 2,289,353 

 5 労働費 7,260 

 1 労働諸費 7,260 

 6 農林水産業費 238,882 

 1 農業費 222,351 

 2 林業費 16,531 

 7 商工費 179,881 

 1 商工費 179,881 

 8 土木費 3,915,589 

金 額
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款 項

 1 土木管理費 87,137 

 2 道路橋りょう費 1,268,900 

 3 都市計画費 2,415,337 

 4 住宅費 144,215 

 9 消防費 1,893,208 

 1 消防費 1,893,208 

10 教育費 4,888,684 

 1 教育総務費 664,446 

 2 小学校費 944,166 

 3 中学校費 523,046 

 4 幼稚園費 419 

 5 社会教育費 1,230,291 

 6 保健体育費 1,526,316 

11 公債費 3,901,788 

 1 公債費 3,901,788 

12 諸支出金 5 

 1 基金費 5 

13 予備費 64,531 

 1 予備費 64,531 

45,010,000 

金 額

歳 出 合 計
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第２表　地 方 債

起 債 の 目 的 限  度  額 起債の方法 利      率 償  還  の  方  法

千円

57,400

地区センター準備事業 40,000 〃 〃 〃

市役所整備事業 4,700 〃 〃 〃

児童センター施設整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　27,800 〃 〃 〃

公立保育所整備事業 21,100 〃 〃 〃

学童保育室解体事業 34,500 〃 〃 〃

新最終処分場整備事業 208,700 〃 〃 〃

農村環境改善センター改修事業 83,500 〃 〃 〃

地方道路等整備事業
（都市計画事業）

505,800 〃 〃 〃

加治丘陵自然公園用地取得事業 17,100 〃 〃 〃

公共事業等（公園事業） 36,000 〃 〃 〃

公共事業等（道路事業） 139,900 〃 〃 〃

緊急自然災害防止対策事業
（都市計画事業）

34,100 〃 〃 〃

谷田の泉用地取得事業 2,000 〃 〃 〃

市営住宅建設事業 28,000 〃 〃 〃

地方道路等整備事業
（道路橋りょう事業）

134,100 〃 〃 〃

公共施設等適正管理推進事業
（道路事業）

112,400 〃 〃 〃

排水ポンプ整備事業 25,900 〃 〃 〃

消防団車庫移設事業 5,500 〃 〃 〃

小学校屋内運動場共用便所改修等
事業

33,200 〃 〃 〃

小学校校舎便所改修事業 120,500 〃 〃 〃

小学校屋内運動場外壁等改修事業 97,200 〃 〃 〃

庁舎Ｃ棟昇降機改修事業
普通貸借

又は
証券発行

　3.0％以内

借入先の融資条件による｡
ただし、市財政の都合に
より据置期間及び償還期
限を短縮し、若しくは繰
上償還又は低利に借換え
することができる。
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起 債 の 目 的 限  度  額 起債の方法 利      率 償  還  の  方  法

千円

5,100

小学校エアコン設置事業 9,100 〃 〃 〃

中学校校舎等改修事業 111,100 〃 〃 〃

中学校設備改修事業 7,700 〃 〃 〃

中学校エアコン設置事業 2,600 〃 〃 〃

図書館西武分館空調設備改修事業 8,900 〃 〃 〃

公民館改修事業 19,800 〃 〃 〃

地区体育館改修事業 95,400 〃 〃 〃

学校給食センター更新事業 4,100 〃 〃 〃

中央公園テニスコート改修事業 22,700 〃 〃 〃

臨時財政対策債 1,760,000 〃

3.0％以内（ただし、
利率見直し方式で借り
入れる政府資金及び地
方公共団体金融機構資
金について、利率の見
直しを行った後におい
ては当該見直し後の利
率）

〃

計 3,815,900

小学校校舎外壁等改修事業
普通貸借

又は
証券発行

3.0％以内

借入先の融資条件による｡
ただし、市財政の都合に
より据置期間及び償還期
限を短縮し、若しくは繰
上償還又は低利に借換え
することができる。


